
Information

実施日時・場所 　
・3月26日(日)、4月2日(日)
　受付時間：8時30分～12時
　場所：本庁舎、山東支所

業務内容 　

●住民異動届(転出、転入、転居等)、印鑑登録申請の
　受付
　※転入届を行う際は、事前に前住所の自治体で転出届を
　　行ってください。また、マイナンバーカードや住基カード
　　をお持ちの人は転入届の際、必ず持参ください。
●住民票、印鑑、戸籍、税に関する証明書(一部除く)
　の発行
　※住民票の広域交付はできません。
●マイナンバーカードの申請、交付、更新、暗証番号の
　再設定
●国民健康保険、後期高齢者医療保険、
　福祉医療、国民年金に関する手続き
●米原市ナンバーの廃車
●納付書の再発行、税金等の納付
　※上下水道料金は除く。
●納税相談(本庁舎のみ)　等

　転出、転入、転居などの住民異動の手続きが多くなる3月・4月は、休日に窓口業務のほか、市税等の納付や納税相
談も同時に行っていますので、ぜひご利用ください。

　社会保険の人が退職などにより国民健康保険に加入する場合や、国民健康保険の人が就職などにより脱退する場
合は、14日以内に市への届け出が必要です。どの健康保険にも加入しない無保険期間や、二重加入の期間をつくらな
いため、速やかに加入・脱退の届け出をしてください。

休日の市役所窓口をご利用ください
□問 市 市民保険課　☎窓口担当53-5113／保険担当:53-5114 □FAX 53-5118　　　　
市 税務課　☎53-5115 □FAX 53-5118／市 収納対策課　☎53-5116 □FAX 53-5118

就職や退職等をしたら、14日以内に国民健康保険の届け出をしましょう
□問 市 市民保険課　☎53-5114 □FAX 53-5118　　　　

下記以外の業務は事前に担当課へ
お問い合わせください。

転勤、就職、進学等で住所が変わる人へ
住所変更の届け出は14日以内に市役所へ！

転出届
米原市から他の市区町村へ
引っ越しする人

転入届
他の市区町村から米原市へ
引っ越しした人

転居届
米原市内で住所を
移転した人

手続きに必要な
ものは市公式
ウェブサイトに
掲載しています。

手続き先　 市民保険課、山東支所、各市民自治センター、各行政サービスセンター

・社会保険を脱退したことがわかるもの
　(退職証明書・資格喪失証明書など)
・来庁者の本人確認書類

　届け出が遅れると、加入月までさかのぼって
国民健康保険税が課税されるため、1回あたり
の支払額が高額になる場合があります。
　また、届け出までの期間にかかった医療費
は全額自己負担となります。

届け出に必要なもの

注意

加入
退職した時など

・社会保険等の被保険者証
・国民健康保険証

　届け出が遅れると、脱退の届け出があるま
で、国民健康保険税が課税され続けます。
　また、社会保険加入後に国民健康保険証で
医療機関を受診した場合、医療費の一部は市
へ返還していただきます。

届け出に必要なもの

注意

脱退
就職した時など
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　証明書交付手数料は、証明書の交付に係る経費を基に負担していただくことを原則としていますが、合併以降据
え置いてきた結果、経費との格差が生じているため、令和5年4月1日から窓口での交付手数料を300円に引き上
げます。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

　軽自動車税は、毎年4月1日に原動機付自転車や小型特殊自動車(コンバイン、フォークリフト等)、四輪の軽自動
車等を所有している人に課税されます。
　‶他人へ譲った”“故障などで廃棄した”“盗難に遭った”場合などには、3月中に名義変更や廃車手続きをしてい
ないと、軽自動車税がかかりますので、必ず手続きをしてください。
※亡くなった人が所有していた車両がある場合は、現在の所有者へ名義変更の手続きが必要です。
※小型特殊自動車の耕運機は、乗用装置または被けん引車(荷台)がない場合、登録は不要です。

マイナンバーカードを利用したコンビニでの証明書発行が“お得”です
　マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマル
チコピー機から住民票の写し等の各種証明書を取得できます。また、上記証明書は手
数料も150円でご利用できます(住民票記載事項証明書・納税証明書は取得できませ
ん)。この機会に、マイナンバーカードを作ってみませんか。

4月1日より
窓口での証明書交付手数料が改定されます

□問 市 市民保険課　☎53-5113 □FAX 53-5118／市 税務課 ☎53-5115 □FAX 53-5118

バイクや農耕作業車、軽自動車の名義変更・廃車手続きは3月中に
□問 市 税務課 ☎53-5115 □FAX 53-5118

改定日 令和5年4月1日

証明書の種類 住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、
所得証明書、課税証明書、納税証明書、戸籍の附票の写し

証明書交付手数料 改定前 200円 ➡ 改定後 300円

転入や転出する人へ 軽自動車の手続きもお忘れなく

申請窓口　　車両によって窓口が違います。必要書類等は、各窓口へお問い合わせください。

●米原市ナンバーの車両
　市役所で登録・廃車の手続きをしてください。

原動機付自転車・小型特殊自動車(米原市・旧町ナンバーの車両)
▶税務課(☎53-5115)または山東支所、各市民自治センターへ

軽自動車(軽三・四輪)
▶軽自動車検査協会(☎050-3816-1843)へ

125ccを超える二輪車
▶滋賀運輸支局(☎050-5540-2064)へ

●滋賀ナンバーの車両
　軽自動車検査協会または運輸支局で住所変更の手続き
をしてください。
　※公道を走行しない場合もナンバー登録は必要です。

ご存知
ですか？
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・全6路線を運行(うち2路線は長浜市までの路線)
・乗合タクシーより割安で、特に長浜市への移動におすすめです。
・65歳以上の人は、湖国バスが1乗車100円で利用できる定期券
“小判手形”がお得です。

令和4年10月から米原駅
とローザンベリー多和田
を結ぶ米原多和田線が運
行しています。

湖国バス長浜営業所 ☎0749-62-3201

路線バス
の特徴

知って得する
公共交通をご利用ください □問 市 自治環境課　☎53-5111 □FAX 53-5138

令和5年3月25日から、市内バス路線で交通系ICカードが利用で
きます。詳しくは、湖国バスウェブサイトをご覧ください。

・予約に応じて市内全域で運行する「まいちゃん号」と近江長岡駅
　から甲津原まで定時運行する「まいちゃんバス」があります。
・一般タクシー連携利用なら市外へ乗り換え不要で移動できます
　(料金別規定)

■路線バス
　年間利用者 約11万8千人

運行費用
71,731千円

運賃収入
19,112千円
市県の負担
52,619千円

まいちゃん号予約専用 ☎52-8200
まいちゃん号予約サイト

乗合タクシー
の特徴

市民等割引パスポートを取得して、お支払い時に提示する
と利用料金が割引されます。

2人以上での利用予約と予約時に”のりあい利用”である
ことを伝え、市民等割引パスポートを提示すると利用料金
が割引されます。

タクシー利用助成券を活用ください。
対象　75歳以上の人・障がい者など　
内容　8,000円分の助成券で、交付は年度に1回のみ
　　　 タクシー料金（近江タクシーのみ）の支払いに使用可能
　　　　※まいちゃん号の支払いには使用できません。

市政言

　新型コロナウイルスの発生から３年が経過し、政府は、社会経済活動の回復に向けて、いよいよ感染症法上の分
類を２類相当から５類へと引き下げる方針を打ち出しました。一方、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が開始され、
丸１年が経過しましたが、未だ収束の気配は見えておりません。
　これらに端を発する燃料や資源価格の上昇、円安などによる物価高騰は、市民生活に大きな影響を及ぼしています。
　大変厳しく、不安定な社会情勢の中、婚姻や出生者数が減少し、東京都では、転入が転出を上回る｢転入超過｣
が 3 年ぶりに拡大するなど、東京一極集中が再び加速し始めており、今や人口減少・少子化は待ったなしの状態です。
　様々な課題が山積していますが、市としましては、米原市が持つポテンシャルを最大限に活かし、その魅力に磨き
をかけながら、この人口減少・少子化の問題に正面から向き合ってまいります。

　　米原市長　　平尾　道雄

市民の皆さ
ん

市内に通勤
通学する人

誰かと一
緒に乗る

人

市外に行
きたい人

公共交通の現状

■乗合タクシー
　年間利用者 約4万8千人

運行費用
83,623千円

運賃収入
15,727千円
市県の負担
67,896千円

実際の運行費用と運
賃収入の差額は市や
県が負担しています。

※集計期間：令和3年10月～令和4年9月

坂田駅

米原駅

醒ヶ井駅

田村駅

長浜駅

近江長岡駅

柏原駅

近
江
鉄
道

国
道
８
号

乗合タクシー

まいちゃんバス

路線バス
伊吹登山口線

路線バス
近江長岡線

路線バス
米原多和田線

路線バス
米原工業団地線

路線バス
梓河内線乗合タクシー

まいちゃん号
（西地域）

乗合タクシー
まいちゃん号
（東地域）

路線バス
長岡登山口線
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米原おいしく減塩プロジェクトの参加店舗を募集します
　市では、減塩に取り組みやすい環境づくりを進めるため、JSH(日本高血圧学会)減塩リストに掲載され
ている食品を扱う、市内に店舗を有するスーパー・小売店一覧を作成します。
　作成した店舗一覧は市民の保健指導等で活用します。詳しくは、市公式ウェブサイトをご確認ください。

　虐待には、子どもが親から直接暴力を受けている身体的虐待のほかに心理的虐待
があり、子どもの前での夫婦げんか(面前ＤＶ)も虐待に当たります。
　また暴力は、受けた側の心身だけでなく、暴力をした側の心にも影響を及ぼします。
　一人で悩まずに、まずは相談してください。

ＤＶ防止法により、加害者から逃げたり、子どもと新しい生活
を始めるための支援を受けることができます。
危険を感じたら、すぐに警察や配偶者暴力相談支援センター
に相談してください。

相談窓口

ＤＶ相談ナビ　♯８
は

０
れ

０
れ

８
ば

（最寄りの相談窓口へ自動転送）
彦根子ども家庭相談センター（配偶者暴力相談支援センター）☎0749-24-3741

問い合わせ・申込先

問い合わせ・申込先 市 まち保全課　☎53-5175　□FAX 53-5179

締め切り 3月31日(金)

子どもを守るために
児童虐待やDVの相談を受け付けています

有害鳥獣の捕獲補助者、林道補修作業員を募集します

□問 市 子育て支援課　☎53-5130 □FAX 53-5128

緊急の場合は、
警察（１１０番）へ
連絡してください

米原市気候非常事態宣言(案)および第２次米原市環境基本計画中間見直し(案)の
市民意見(パブリックコメント)を募集します

閲覧・提出期間

宣言(案)および計画(案)の閲覧場所

3月13日(月)まで

・本庁舎、山東支所、各市民自治センター、
　各行政サービスセンター
・市立図書館の市政情報プラザ
・市公式ウェブサイト

　市民の皆さんとの地球温暖化の問題意識を共有するため、米原市気候非常事態宣言を表明します。また、第２次米
原市環境基本計画（計画期間は平成30年度～令和９年度）の中間見直しを行います。これらの内容について、それぞ
れ皆さんからの意見を募集します。

業務内容 わな類への給餌、仕掛けセット補助、
刈払い等の軽作業

勤務時間 7時間　土日祝は休み

受付締切 3月6日(月) 　試験日：3月8日(水)

必要資格 ・普通自動車免許
　※狩猟免許は不要(免許取得を希望する際は市で費用を負担します)。

給　　与 時給949円
※通勤費、期末手当支給、各種保険加入有、昇給有

提出方法
3月13日(月)締め切り
閲覧場所にある指定用紙を持参、郵送、ファクスまたは
メールで自治環境課へ提出してください。
　問い合わせ・提出先
〒521－8501 米原1016
市 自治環境課 　☎53-5112　□FAX 53-5138
□〉　kankyohozen＠city.maibara.lg.jp

市 健康づくり課　☎53-5125　□FAX 53-5128

有害鳥獣の捕獲補助者 狩猟免許の有無は問いません。

業務内容 バックホウ等を使用した、林道の崩土除去、
倒木処理、側溝清掃等

勤務時間 8時30分～17時15分　土日祝は休み

受付締切 3月10日(金)　試験日：3月13日(月)

必要資格 ・車両系建設機械運転技能講習修了証(掘削･積込)
・普通自動車免許(AT限定不可)

給　　与 時給970円
※通勤費、期末手当支給、各種保険加入有、昇給有

林道補修作業員 車両系建設機械運転
技能講習修了証(掘削・積込)が必要。
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